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研究要旨 
 本研究では、がん教育指標のモニタリング方法を検討し、全国値に準じた推計値を算出すること

を目指すとともに、がん教育の推進等進捗管理の方法を検討することを目的として、文部科学省が

んの教育総合支援事業（以下、モデル事業）担当者へのヒアリング、モデル県等教育委員会担当者

の困り事の分析を行った。その結果、がん教育指標のモニタリングは、文部科学省において整備さ

れつつあり、それを活用できる可能性があることが示された。また、モデル県等教育委員会担当者

の困り事について、全80枚の付箋に書きだされたテキストの内容分析を行ったところ、21のコード

が得られ、7のサブカテゴリ（「内容の扱い」「がん教育の方向性」「教材の扱い」「時間数が足り

ない」「学校現場への啓発」「外部講師との連携」「関係諸機関との連携」）と3のカテゴリ（『指

導内容や方法の提示』『学校現場への啓発』『外部講師を含む関係諸機関との連携』）が抽出され

た。がん教育の推進等進捗管理の中心的役割を担う自治体行育委員会行政担当者の困り事を軽減す

るために、がん対策担当部局におけるがん教育の位置づけを見直す必要がある。 
 

     Ａ．研究目的 
 第2期がん対策推進基本計画において新た

な柱のひとつにがんの教育・普及啓発が位置

づけられた。それ以降、文部科学省によるがん

の教育総合支援事業の実施、ひいては新学習

指導要領へのがんの記載等を経て、がん教育

の事業化は目覚ましい進歩を遂げた。しかし、

がんの教育総合支援事業で3年間の実施を終

えた今もなお、平成29年度も引き続き教員や

外部講師を含む研修の実施が文部科学省の委

託事業として各県で実施されている。 
 また、改正がん対策基本法（平成28年12月）

を経て平成30年3月に閣議決定された第3期が

ん対策推進基本計画では、がんの教育・普及啓

発は、すべてのがん対策の推進に資する基盤

分野として位置付けられている。しかし、がん

対策の進捗を評価する上で、がん教育のそれ

は困難であることも明らかである[1]。 
 そこで、本研究では、がん教育指標のモニタ

リング方法を検討し、全国値に準じた推計値

を算出することを目指すとともに、がん教育

の推進等進捗管理の方法を検討することを目

的とした。 

 
Ｂ．研究方法 
１．文部科学省担当者へのヒアリング 
 文部科学省がんの教育総合支援事業（以下、

モデル事業）の担当者（初等中等教育局健康教

育・食育課がん教育推進係長）1名から、モデ

ル事業等の評価指標について聞き取りを行っ

た。聞き取りは、平成29年11月に文部科学省

内にて1時間程度実施した。 
２．モデル県等教育委員会担当者の困り事の

分析 
 参加型アクションリサーチを実施した。ア

クションリサーチとは、ドイツの心理学者Le
winが提唱したもので、社会活動で生じる諸問

題について、小集団での基礎的研究でそのメ

カニズムを解明し、得られた知見を社会生活

に還元して現状を改善することを目的とした

実践的研究とされている（大辞林 第三版）。

10県の教育委員会がん教育担当指導主事（資
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料1）を招聘し、平成29年12月22日に国立がん

研究センターにおいてワークショップを実施

した（資料2）。各県のがん教育事業の概要を

紹介した後に、参加者ががん教育担当者とし

て困っていることをブレインストーミングの

手法を用いて付箋に書きだし、参加者間で共

有するとともに、後日付箋に書きだされたテ

キストの内容分析を行った。 
（倫理面への配慮） 
 本研究は、ヘルシンキ宣言および「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」（2015 
年4月1 日より施行、2017年2月28日一部改正）

に従い実施した。本研究では、参加型アクショ

ンリサーチを採用していることから、本研究

におけるヒアリングの実施は、予めヒアリン

グ対象者の所属機関長の許可を得て実施した。 
 
Ｃ．研究結果 
1．文部科学省担当者へのヒアリング 
 文部科学省モデル事業は、平成26～28年度

の三か年にわたり実施されてきたが、平成29
年度も引き続き「がん教育総合支援事業」とし

て実施されている（資料3）。この中で、事業

の評価として、モデル校ではアンケートが実

施されている。対象は、児童生徒、教職員、が

んの教育に関する協議会委員である。このう

ち児童生徒には、がんの授業の前後で2度アン

ケートが実施された（資料4）。当該アンケー

ト結果の一部は、文部科学省ホームページに

て閲覧可能である[2]。 
 2017年度末には、全国の小中高等学校児童

生徒を対象に、がん教育実施状況や児童生徒

のがんの知識に関する実態把握が行われる予

定であるが、ヒアリング時点では調査項目は

提示されなかった。 
 
２．モデル県等教育委員会担当者の困り事の

分析 
 表1に、全80枚の付箋に書きだされたテキス

トの内容分析結果を示す。21のコードが得ら

れ、7のサブカテゴリ（「内容の扱い」「がん

教育の方向性」「教材の扱い」「時間数が足り

ない」「学校現場への啓発」「外部講師との連

携」「関係諸機関との連携」）と3のカテゴリ

（『指導内容や方法の提示』『学校現場への啓

発』『外部講師を含む関係諸機関との連携』）

が抽出された。 
 
Ｄ．考察 
がんの教育・普及啓発の中でも児童生徒を

対象としたがん教育を評価するために、厚生

労働省研究班が提示した指標は、「小中学校で

のがん教育実施率」「小学6年生のうち「早期

発見・治療で治るがんがある」と回答した者の

割合」「学校でならったがんについて家庭で話

したことがある小学6年生の割合」である[1]。
この指標でモニタリングするならば、「小学6
年生のうち「早期発見・治療で治るがんがある」

と回答した者の割合」「学校でならったがんに

ついて家庭で話したことがある小学6年生の

割合」については、文部科学省モデル事業にお

いて実施された児童生徒対象のアンケート結

果を援用することで、一部の評価は可能であ

ろう。ただし、これらのモデル校は、がん教育

や健康教育に関心の高い学校である可能性が

あるため、全国値に準じた推計値を算出する

ことには限界がある。一方、「小中学校でのが

ん教育実施率」については、2017年度末に文

部科学省が実施する実態把握調査によって明

らかになろう。 
 がん教育の推進には、各教育委員会の行

政担当者（指導主事）が円滑に業務を執行でき

ることが重要である。その上で当該業務の進

捗管理を行えるように環境整備を進めること

が求められる。がん教育行政担当者の困り事

は、大別して『指導内容や方法の提示』『学校

現場への啓発』『外部講師を含む関係諸機関と

の連携』であった。がん教育のみならず、薬物

乱用防止教育や性教育においても、教員研修

等による教員の資質向上が求められているこ

とから[3,4]、『指導内容や方法の提示』は必須

の事項であろう。また、そのような環境整備を
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進めるためにも『学校現場への啓発』が大きな

課題となる。このような状況は、教員を対象と

したインタビュー調査においても、がん教育

の実施可能性を左右する要因として第2期が

ん対策推進基本計画策定当初より検討されて

いる[5]。一方、『外部講師を含む関係諸機関と

の連携』については、行政担当者ゆえの困り事

である。立場が異なれば、たとえがん教育に対

して類似の考えを有していたとしても独自の

視点を持つことは、学校現場においても生じ

ている[6]。「関係諸機関との連携」の中でも、

‘教育委員会内部の連携’がコード化されて

いることがこれに類似すると言えよう。また、

‘保健行政との連携’‘学校医・医師会との連

携’がコード化されていることから、文教行政

のみならず衛生行政、すなわちがん対策担当

部局におけるがん教育の位置づけを見直す必

要がある。 
 本研究結果は、文部科学省行政担当者へ

のヒアリングや一部の自治体教育委員会指導

主事の協力のもと得られた知見をまとめてい

るにすぎない。今後は、そこから得られた統計

データの二次利用や、がん対策担当部局担当

者等、関係諸機関への聞き取り等を中心にが

ん教育の推進等進捗管理の方法を検討する必

要がある。 
 

Ｅ．結論 
 がん教育指標のモニタリングは、文部科学

省において整備されつつあり、それを活用で

きる可能性があることが示された。がん教育

の推進等進捗管理の中心的役割を担う自治体

行育委員会行政担当者の困り事を軽減するた

めに、がん対策担当部局におけるがん教育の

位置づけを見直す必要がある。 
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資料 1 参加型アクションリサーチ協力者 

（文部科学省がんの教育総合支援事業モデル県等教育委員会担当者） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体 部局 役職 担当者名

茨城県 茨城県教育庁学校教育部　保健体育課健康教育推進室　学校保健・安全担当 指導主事 吉野 恵美子

千葉県 千葉県教育庁教育振興部　学校安全保健課　 指導主事 大川 真紀子

埼玉県 埼玉県教育局県立学校部　保健体育課　健康教育・学校安全担当 指導主事 武田 直美

神奈川県 神奈川県教育委員会　保健体育課　保健安全グループ 指導主事 橋本 晴子

新潟県 新潟県教育庁 保健体育課 学校保健係 指導主事 佐久間 由美子

長野県 長野県教育委員会事務局　保健厚生課　保健・安全係　 指導主事 鈴木 亜希子

奈良県 奈良県教育委員会事務局　保健体育課　健康・安全教育係 指導主事 檜垣 志保

鳥取県 鳥取県教育委員会事務局　体育保健課　健康教育担当 指導主事 西尾 郁子

島根県 島根県教育庁　保健体育課　健康づくり推進室 指導主事兼企画幹 村上 真澄

宮崎県 宮崎県教育庁　スポーツ振興課　健康教育担当 指導主事 上渕 清美
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資料 2 行政担当者らとのワークショップの概要 
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資料 3 H29 がん教育総合支援事業委託要項 
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資料 3 H29 がん教育総合支援事業委託要項（つづき） 
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資料 3 H29がん教育総合支援事業委託要項（つづき） 
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資料 3 H29がん教育総合支援事業委託要項（つづき） 
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資料 3 H29 がん教育総合支援事業委託要項（つづき） 
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資料 4 平成 29 年度がん教育総合支援事業における児童生徒向けアンケート様式 
 

 
 

  

（１）　児童生徒に対するアンケート 学年 （　　　）年

１） がんについての以下の質問について、当てはまるものに○を付けてください。

質問 そう思う
どちらかと

いえば
そう思う

どちらかと
いえばそう
思わない

そう
思わない

a がんの学習は、健康な生活を送るために重要だ。

b がんの学習は、健康な生活を送るために役に立つ。

２） がんについての以下の質問について、当てはまるものに○を付けてください。

質問 正しい 誤り

a (ア) がんは誰
だれ

もがかかる可能性のある病気である。

b (イ)
がんは進行すると、今まで通りの生活ができなくなったり、
命を失ったりすることがある。

c (ウ) がんは日本人の死因の第２位である。

d (エ)
たばこを吸わないこと、バランスよく食事をすること、適度

て き ど

な

運動をすることなどによって、予防できるがんもある。

e (オ) 早期発見すれば、がんは治
なお

りやすい。

f (オ) 体の調子が良い場合は、定期的に検診
け ん しん

を受けなくても良い。

g (カ) がんの治療
ち り ょ う

法には手術治療しかない。

h (キ) がんの痛みは我慢
が ま ん

するしかない。

３） がんについての以下の質問について、当てはまるものに○を付けてください。

質問 そう思う
どちらかと

いえば
そう思う

どちらかと
いえばそう
思わない

そう
思わない

a (ア) 自分はがんにならないと思う。

b (エ) 将来、たばこは吸わないでいようと思う。

c (エ)
日頃
ひ ご ろ

から、バランスの良い食事や適度に運動を行うなど健康な

体づくりに取り組もうと思う。

d (オ) がん検診
け ん しん

を受けられる年齢
ねんれい

になったら、検診を受けようと思う。

e (カ) がんの治療
ち り ょ う

方法はいくつかあるが、医師が決めるものである。

f (ク) がんになっても生活の質を高めることができる。

g (ケ) がんになっている人も過ごしやすい世の中にしたい。

h (コ) がんと健康について、まずは身近な家族から語ろうと思う。

i (コ) 家族や身近な人が健康であってほしいと思う。

j (コ) 長生きをするために、健康な体づくりに取り組もうと思う。

　授業・講演の前後で、児童生徒に対して以下のアンケートを実施すること。なお、１）については全項目について実
施し、２）３）については、授業・講演で扱わない質問項目はあらかじめ削除して実施すること。また、発達段階に応
じ、独自に取り扱いたい質問項目がある場合は適宜追加することも可とする。
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表 1 がん教育行政担当者（指導主事）の困り事 

 

 

カ テゴリ （ サブ

カ テゴリ 数）

サブカ テゴリ （ コ ード

数）

コ ード （ テキスト 数） テキスト 例【 ID】

リ スク 概念の伝えづら さ (2) 「 がん」 の原因があいまい！！何が原因

かが弱い【 1】

子宮頸がんをめぐ る問題がある(1) 子宮頸がんの取り 扱い【 3】

がんには色々な種類がある(1) 「 がん」 と いっ ても 種類が多く それぞれ

が違う 【 4】

学習内容があいまい(5) 広く 扱えるが故にあいまい【 18】

学習内容が多すぎる(1) 授業の方法。 伝える知識が多すぎてアク

ティ ブラ ーニングが難し い【 11】

がん教育の方向性(5) がん教育の到達点がなかなか明確になら

ない【 7】

発達段階・ 系統性に応じ た指導の

難し さ (8)

教科、 領域、 行事等カ リ キュ ラ ムと し て

の位置づけ（ 小学校） の明確化【 74】

がん教育の背景が納得いかない(1) がん教育をやら なければいけない理由が

微妙【 17】

教材の扱い(1) 教材開発(4) 県独自の教材が必要なのか。 【 80】

時間数が足り ない(1) 時間数が足り ない(4) 時間がないと いう 言葉に勝てる（ 自分

の） カ リ キュ ラ ムマネジメ ント の構想が

明確にない【 19】

保健体育科と の連携(6) 体育の先生方をどう やっ て巻き 込んでい

く か【 23】

教員の意識(12) 学校現場へのがん教育の必要性と 指導方

法等の周知・ 徹底【 52】

がん＝ネガティ ブなイ メ ージ(1) マスコ ミ などがん＝死の描き 方が多い

【 44】

配慮の必要な事項(2) 配慮が必要な子ども が傷つかないか心配

である（ どこ までフ ォ ローでき るか）

【 78】

外部講師の育成(6) 外部講師の人材育成【 29】

外部講師の確保(8) 外部講師のリ スト 化 特にがん経験者

【 58】

外部講師と の調整(2) 外部講師と の打ち合せ 病院と 学校が直接

行えるよう にし たい。 （ 双方の授業のイ

メ ージのちがいが原因） 教員側のニーズ

が広すぎ【 64】

外部講師の予算(2) 外部講師の予算 旅費 謝金など【 38】

保健行政と の連携(5) 県教委と 保健福祉部と の温度差がある。

（ 学校の実情がわかっ ているだけに強く

言いにく い） 【 69】

学校医・ 医師会と の連携(3) 外部講師の学校医を活用するためにどう

すればよいか？【 57】

教育委員会内部の連携(1) 教育委員会内での横の連携がない→体育

課や指導課にも 一緒にやっ てほし いが

「 それは健康教育だ」 と 突き 返さ れる

【 70】

関係諸機関と の連携(3)

外部講師を含む

関係諸機関と の

連携(2)

指導内容や方法

の提示(3)

学校現場への啓

発(2)

学校現場への啓発(4)

がん教育の方向性(3)

内容の扱い(5)

外部講師と の連携(4)


